
  

横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター 令和５年度事業計画書 

 

1. 運営方針 

精神障害のある方々が、「地域の一員」として「つながり」や「あんしん」を感じながら、いきい

きと暮らせるよう支援を展開します。 

市内第１号の生活支援センターとして２０年以上積み上げて来た「信頼と実績」を大切にしつつ、

区役所・基幹相談支援センター等と連携した『地域生活支援拠点』としての役割を充実・強化し、『精

神障害にも対応した地域包括ケアシステム』の一翼を担う地域づくりを行います。 

令和５年度は、令和３年度から令和１２年度までの新たな指定管理期間の３年目になり、これまで

把握した神奈川区の特徴や、他の機関と築いてきた関係を活かし、精神障害者を支える地域づくりを

推進します。 

 

2. 相談支援の充実 

精神障害者やその家族が、地域で安心して暮らせるよう“リカバリー”の視点に基づいた相談支援

を行います。「一次相談支援機関」として、基本相談の機能を十分に発揮すると共に、利用者の希望

や状況に応じ、適切な「相談支援」を提供します。また、これまでの支援実績を踏まえ、地域の人材

育成にも関わり、より多くの精神障害者に対してケアマネジメント手法に基づく支援が提供できるよ

う努めます。 

なお、提供する支援については、例えば、地域生活支援拠点等の体制整備に関連して退院サポート

事業を通して「体験の機会を提供する」など、国事業を踏まえた市事業の効果的な活用を図ります。 

 

（１）一次相談支援機関としての機能 

精神障害者の地域生活をサポートする専門機関として、国や市の事業に基づく相談支援を一体的に

提供します。また、関係機関からの相談への対応等を通して、地域の精神保健福祉の向上に努めます。 

自立支援協議会、基幹相談支援センター及び区福祉保健センターと実施する「定例カンファレンス」

を十分に活用し、区域の相談支援体制の状況や情報の共有を図り、課題解決に努めます。 

（２）障害者総合支援法に基づく取組 

  ア 指定特定相談支援事業所として（計画相談支援） 

本人の希望する生活の実現に向けて、サービス利用支援及び継続サービス利用支援を行ってい

きます。生活場面に出向くこと等を通して多角的なアセスメントを行い、地域連携の中で支援を

展開していきます。新しい事業所への技術的助言等も必要に応じて展開していきます。 

  イ 指定一般相談支援事業所として（地域相談支援） 

精神科病院に入院している方々を対象に、地域で「自分らしい」生活が送ることができるよう、

入院中から信頼関係を築き、本人の目標を大切にした支援を行います。また退院後の生活を見据

えて、関係機関と連携しながら支援を展開します。 

横浜市が実施している退院サポート事業や自立生活アシスタント事業と合わせて効果的に地

域移行支援と地域定着支援を行います。  

 



  

   ウ 自立生活援助事業 

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した単身等

の精神障害者に対して、希望する生活が続けられるように、一定の期間、生活適応力や生活力

を高めるための必要な支援を行います。 

（３）横浜市による支援事業 

ア 退院サポート事業の活用 

入院が長期になっている方々の退院への意欲を高め、地域での生活に向けて準備できるよう、

病院内での面接・外出の同行など、本人のニーズに応じた支援を行い、退院に向けてサポート

します。また地域移行の推進へ向けて、入院中の方や病院のスタッフを対象とした啓発事業を

ピアサポーターや関係機関と協働して実施します。 

イ 自立生活アシスタント事業の活用 

生活場面でのかかわりを重視し、個別のニーズに応じたオーダーメイドの支援を行います。

希望する生活の実現に向けて、地域の資源（インフォーマルなものを含む）を活用します。 

（４）横浜市総合保健医療センターの精神科デイケア、就労移行支援、自立訓練、就労支援等の事業

と緊密に連携して支援の充実を図ります。 

（５）スタッフとしてピアを雇用することにより、当事者目線から相談・支援できる体制を築き、支

援の幅を拡げていくという横浜市の考え方・方針が示された場合には、積極的な対応を検討しま

す。 

 

3. 安心して過ごせる場の提供 

（１）地域の情報や生活情報を提供し、地域交流や社会参加の機会を提供します。 

（２）夕食、入浴及びインターネット等のサービス提供による日常生活支援を行います。 

（３）利用者がサークル活動等で主体的に活動出来るよう、サポートに努める外、館内に利用者等の

作品を発表・展示できる場を設置します。 

（４）一人でもゆっくり過ごせるよう環境整備などの支援を行います。 

（５）安全で安心な環境づくりを目指します。 

 

4. 地域づくりや普及啓発への取組 

（１）神奈川区生活支援センター、神奈川区役所、神奈川区基幹相談支援センターの３機関が中心と

なり、自立支援協議会を活用して、あらゆる角度から「地域での暮らし」が実現できるよう、『精

神障害にも対応した地域包括ケアシステム』の構築に向けた連携を深めます。 

（２）区内精神保健福祉機関の運営連絡会への参加をはじめ市内生活支援センター連絡会での情報共

有や課題検討の実施、他の障害支援事業所との情報共有や意見交換等を積極的に行っていきます。 

（３）家族会（わかば会）と共催事業を展開すると共に、例会に参加し、情報提供の他、必要に応じ

て個別の支援を展開します。 

（４）地域ケアプラザや包括支援センターと連携し、地域住民、ケアマネージャー及び民生委員・児

童委員等を対象とし、精神疾患や障害についての理解促進を目的とした講座を開催します。 

（５）当事者や自立支援協議会と協力して、精神保健福祉に関する地域向けの啓発企画を行います。 



  

 

5. 業務運営推進 

（１）人材育成の取組 

専門知識の取得や相談支援スキルの向上等、職員の資質向上を図るため、各種研修への派遣を

計画的に実施します。業務上必須とされる研修を受講できる体制の確保に努めます。 

また、令和２年度からは一般職員全員を対象にＭＢＯ（目標によるマネジメント）を実施し、

上司と部下が目標や取組内容を共有して業務を遂行し、達成状況を評価することによって、職員

の成長と人材育成につなげています。令和５年度も継続して実施します。 

さらに、日々の申し送り時や定期的に開催する職員会議において、カンファレンスの開催や個

別支援計画の検討を行い、支援の質的向上を図ります。 

（２）個人情報保護、人権配慮に基づく支援の徹底及び緊急時の対応 

当財団の定める「財団の保有する個人情報の保護に関する規程」に則り、個人情報の保護の徹

底を図ります。また、人権を意識した関わりを組織的に行うため職員研修を実施するとともに、

ひやり・はっと事例や事故報告を共有し、必要な事故防止策を講じるとともに事故等の緊急時に

迅速且つ的確な対応ができる態勢を整えます。 

（３）ニーズ把握と苦情処理等 

利用者ミーティングやアンケート等を通して寄せられた利用者からのご意見に耳を傾け、支援

センターの運営に反映させます。苦情の窓口について、苦情処理の仕組みや責任者を明記したポ

スター掲示等を通して周知し、届いた苦情については迅速で適切な解決に努めます。 
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